
入院児童生徒等への教育保障体制整備事業 （別紙１）

　入院児童生徒等への基本的な支援の流れ（フロー図）

入院児童生徒等への基本的な支援の流れ 関係機関・関係者 備考

■自治医科大学附属病院又は獨協医科大学病院 主治医、看護師等 ※今年度は、入院してきた高校生に、病院側から

　 に高校生が入院 　 支援の仕組みがあることを周知。

■本人・保護者から支援希望の申出 本人・保護者

■主治医の許可 主治医 ※主治医は分教室の支援を受けることを許可。

　 学習の内容や量については、高等学校からの

　　　　　↓　（看護師長が学習支援員に連絡） 看護師長・学習支援員 　　「学習計画表」の提出を待って判断。

■分教室における教育相談の実施 本人・保護者・学習支援員・分教室主任

　　＊支援の具体的内容について説明

　　　　　　　　↓　（保護者が高校に連絡） 保護者・担任・特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等

県教育委員会学校教育課・特別支援教育室担当

　　　　　　　　↓　

■高校から特別支援学校（本校）への申込 高校教頭・特別支援学校教頭 ※センター的機能の活用であるため、学校間の

　提出書類：「入院高校生支援申込書」（様式１） 　 申込とする。

　

　　　　　　　　↓

■本人・保護者の同意確認 本人・保護者・学習支援員 ※本人・保護者が分教室の支援を受けるに当た

　提出書類：「入院高校生支援同意書」（様式２） 　　り、以下の点を分教室が行うことを確認する。

　　・病院に学習の配慮事項等を確認する

　　　　　　　　↓　（学習支援員が看護師長に連絡） 　　・在籍高校に学習状況等を確認・報告する

学習支援員・看護師長 　　・県教委に支援の概況を報告する

■支援の開始 本人・保護者 ※おおるり分教室

　 分教室による入院高校生の自主学習への支援 学習支援員・分教室主任・分教室教員 　　週４回（月・火・木・金）　13:20～14:50

　　・学習の場の提供 　（生徒の学習状況の確認、面接指導の調整等） ※ひばり分教室

　　・学習状況の確認 担任・教科担任・養護教諭・特支ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等 　　週５回（月～金）　13:30～15:00

　　・在籍高校及び病院との連絡調整　等 　（課題の提供、面接指導の実施、課題の評価等）

医師・看護師長・看護師・保育士等

　（生徒の体調について連絡、移動の付添い等）

　　　　　　　　↓

■退院時の支援 本人・保護者 ※学校復帰後に必要となる配慮事項の確認

　　＊今後必要な配慮等についての情報共有 学習支援員・分教室主任 ※分教室における学習状況等の報告

　　＊必要に応じて病院カンファレンスの実施 担任・教科担任・養護教諭・特支ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等 ※その他分教室から高校への引継ぎ

　　　　　　　　↓

■高校へ復帰 本人・保護者

担任・教科担任・養護教諭・特支ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等

本県では、県内２つの大学病院に入院する高校生に対して、特別支援学校センター的機能の活用により支援を実施

○自治医科大学附属病院 ⇒岡本特別支援学校おおるり分教室

○獨協医科大学病院 ⇒栃木特別支援学校ひばり分教室

県教育委員会が必要に応じて高校に説明

・県立高校生で単位認定が必要となる場合

・私立高校生及び県外の高校生の場合

学習計画の確認（随時）

・高校が「学習計画」（課題一覧・面接指導

計画等）を作成し、分教室に提出

・分教室は看護師長を通して主治医の確

認を得る


